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株
主
総
会
プ
ロ
セ
ス
の
改
革

福　

本　
　
　

葵

一
、
は
じ
め
に

　

二
〇
一
七
年
二
月
九
日
、
金
田
法
務
大
臣
に
よ
っ
て
法

制
審
議
会
に
会
社
法
改
正
が
諮
問
さ
れ
た
。
今
回
の
会
社

法
改
正
の
課
題
に
は
、
株
主
総
会
の
手
続
き
の
合
理
化
、

社
外
取
締
役
設
置
の
義
務
化
、
役
員
報
酬
の
規
定
の
見
直

し
、
社
債
管
理
規
定
の
見
直
し
等
が
上
が
っ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
課
題
を
一
年
半
か
ら
二
年
か
け
て
検
討
し
、
二
〇

一
九
年
の
改
正
法
成
立
を
目
指
す
と
さ
れ
て
い
る
。

　

一
つ
目
の
課
題
に
上
が
っ
て
い
る
株
主
総
会
手
続
き
の

合
理
化
に
関
連
す
る
議
論
に
は
、
総
会
開
催
日
の
適
切
な

設
定
、
招
集
通
知
・
総
会
資
料
の
電
子
化
、
株
主
提
案
権

の
制
限
、
実
質
株
主
の
総
会
出
席
な
ど
が
あ
る
。

　

法
制
審
議
会
へ
の
諮
問
に
先
立
っ
て
、
経
済
産
業
省
に

お
い
て
、
同
様
の
テ
ー
マ
が
議
論
さ
れ
た
研
究
会
に
よ
る

報
告
書
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
平
成
二
七
年
四
月
二
三
日

に
は
、「
持
続
的
成
長
に
向
け
た
企
業
と
投
資
家
の
対
話

促
進
研
究
会
」
の
報
告
書
が
発
表
さ
れⅰ

、
平
成
二
八
年
四

月
二
一
日
に
は
、「
株
主
総
会
プ
ロ
セ
ス
の
電
子
化
促
進

等
に
関
す
る
研
究
会
」
の
報
告
書
が
発
表
さ
れ
たⅱ

。

　

さ
ら
に
、
二
〇
一
五
年
六
月
か
ら
適
用
さ
れ
て
い
る
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「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
」
に
お
い
て

も
、「【
原
則
１
－
２
株
主
総
会
に
お
け
る
権
利
行
使
】
上

場
会
社
は
、
株
主
総
会
が
株
主
と
の
建
設
的
な
対
話
の
場

で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
株
主
の
視
点
に
立
っ
て
、
株
主

総
会
に
お
け
る
権
利
行
使
に
係
る
適
切
な
環
境
整
備
を
行

う
べ
き
で
あ
る
。」
に
続
く
補
充
原
則
に
「
１
－
２
③
上

場
会
社
は
、
株
主
と
の
建
設
的
な
対
話
の
充
実
や
、
そ
の

た
め
の
正
確
な
情
報
提
供
等
の
観
点
を
考
慮
し
、
株
主
総

会
開
催
日
を
は
じ
め
と
す
る
株
主
総
会
関
連
の
日
程
の
適

切
な
設
定
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
の
記
載
が
あ
る
。

　

ま
た
、
昨
年
六
月
二
日
に
発
表
さ
れ
た
「
日
本
再
興
戦

略
二
〇
一
六
」
に
は
、「
…
対
話
を
重
視
す
る
企
業
が
株

主
総
会
の
日
程
や
基
準
日
を
欧
米
諸
国
等
の
状
況
と
比
較

し
て
も
合
理
的
か
つ
適
切
に
設
定
す
る
（
例
え
ば
、
諸
外

国
同
様
、
決
算
日
か
ら
四
か
月
後
に
株
主
総
会
を
開
催
す

る
、
基
準
日
を
決
算
日
よ
り
も
後
に
設
定
し
て
基
準
日
と

総
会
の
間
の
期
間
を
短
く
す
る
等
）
た
め
の
総
合
的
な
環

境
整
備
の
取
組
を
進
め
る
。」
と
の
記
載
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
会
議
体
で
話
し
合
わ
れ
て
き
た
株
主
総
会
に

関
連
し
た
課
題
に
は
、
主
に
、
総
会
開
催
日
の
適
切
な
設

定
、
招
集
通
知
・
総
会
資
料
の
電
子
化
、
議
決
権
行
使
プ

ロ
セ
ス
全
体
の
電
子
化
、
株
主
提
案
権
の
制
限
、
実
質
株

主
の
総
会
出
席
等
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
本
稿
で
は
、
総

会
開
催
日
の
適
切
な
設
定
、
招
集
通
知
・
総
会
資
料
の
電

子
化
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二
、
総
会
開
催
日
の
適
切
な
設
定

⑴
　
開
催
日
程
の
分
散
化

　

東
京
証
券
取
引
所
が
発
表
す
る
「
東
証
統
計
月
報
」
に

は
、
決
算
期
別
の
上
場
会
社
の
決
算
短
信
集
計
が
掲
載
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
二
〇
一
七
年
二
月
号
に
よ
る
と
、
二
〇

一
六
年
一
月
か
ら
一
二
月
ま
で
に
決
算
を
行
っ
た
会
社
は

合
計
三
、
二
〇
七
社
、
そ
の
う
ち
三
月
期
決
算
会
社
は



81―　　―

株主総会プロセスの改革

二
、
一
四
七
社
で
あ
り
、
全
体
の
お
よ
そ
六
七
％
に
上

るⅲ

。
そ
の
う
ち
の
大
半
で
六
月
の
最
終
週
に
株
主
総
会
が

開
催
さ
れ
、
さ
ら
に
毎
年
、
最
終
週
の
内
の
一
日
が
株
主

総
会
集
中
日
と
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。

　

多
く
の
会
社
の
株
主
総
会
が
集
中
す
る
と
、
機
関
投
資

家
の
よ
う
に
複
数
の
銘
柄
の
株
式
を
所
有
す
る
株
主
は
、

す
べ
て
の
株
主
総
会
に
出
席
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
株
主
総
会
の
参
考
書
類
が
ほ
ぼ
同
時

期
に
送
付
さ
れ
て
く
る
た
め
、
一
つ
一
つ
の
議
案
を
検
討

す
る
期
間
が
短
く
な
る
。
特
に
海
外
へ
は
郵
送
に
時
間
が

か
か
る
た
め
、
海
外
の
投
資
家
が
実
際
に
議
案
を
検
討
す

る
期
間
は
ほ
ぼ
三
日
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
状

況
が
、
海
外
機
関
投
資
家
の
多
く
が
議
決
権
行
使
助
言
会

社
の
助
言
に
頼
る
一
因
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

近
年
、
株
主
総
会
が
六
月
の
中
で
も
特
定
の
日
に
集
中

す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
批
判
が
あ
る
。
か
つ
て
、
集
中
日

開
催
は
総
会
屋
対
策
の
た
め
に
も
有
効
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
株
主
総
会
を
株
主
と
の
対
話
の
場
と
捉
え
る
近
年
の

考
え
か
ら
は
、
株
主
総
会
が
集
中
す
る
こ
と
は
、
決
し
て

望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
株
主
総
会
開
催

日
は
分
散
化
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
、
土
日
に
開
催
日
を
設

け
る
な
ど
、
株
主
が
出
席
し
や
す
い
日
程
を
選
択
す
る
会

社
も
増
加
傾
向
に
あ
る
。

　

株
主
総
会
の
集
中
日
開
催
は
、
二
〇
一
六
年
三
月
期
決

算
の
東
証
上
場
会
社
の
場
合
、
三
二
・
二
％
と
な
っ
て
い

るⅳ

。
し
か
し
、
集
中
日
に
株
主
総
会
を
開
催
す
る
会
社
の

減
少
傾
向
は
、
こ
こ
数
年
大
き
な
変
化
は
な
く
、
限
界
に

き
て
い
る
。
ま
た
、
特
定
の
集
中
日
に
開
催
し
な
く
と

も
、
そ
の
前
日
、
そ
の
後
日
な
ど
六
月
最
終
週
に
集
中
し

て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
日
本
に
お
い
て
は
当
然
と
考
え
ら

れ
て
い
た
基
準
日
と
決
算
日
を
同
一
と
す
る
こ
と
を
見
直

し
、
基
準
日
を
決
算
日
の
後
に
ず
ら
す
方
策
が
議
論
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
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⑵
　
基
準
日
と
決
算
日

⒜　

基
準
日
と
は
何
か

　

会
社
法
一
二
四
条
は
基
準
日
に
つ
い
て
規
定
し
て
い

る
。
株
式
会
社
は
一
定
の
日
（
以
下
、
基
準
日
）
を
定

め
、
こ
の
基
準
日
に
株
主
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
株
主

に
対
し
て
、
そ
の
権
利
を
行
使
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
定
め

ら
れ
た
基
準
日
か
ら
三
ヶ
月
以
内
に
基
準
日
の
株
主
が
行

使
で
き
る
権
利
の
内
容
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
っ
て
、
三
月
三
一
日
を
基
準
日
と
し
た
場
合
に
は
、
六

月
中
に
株
主
総
会
を
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

日
本
の
多
く
の
会
社
が
三
月
期
決
算
会
社
で
あ
り
、
そ

れ
ら
の
会
社
の
ほ
と
ん
ど
が
三
月
三
一
日
の
決
算
日
を
株

主
総
会
の
基
準
日
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
会
社
法
に

は
、
決
算
日
を
基
準
日
と
同
一
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
る
規
定
は
な
い
。
ま
た
、
決
算
日
か
ら
何
日
以
内
に

基
準
日
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
規
定
も
な

い
。
つ
ま
り
、
日
本
の
企
業
が
採
用
し
て
い
る
決
算
日
と

図表１　定時株主総会集中率推移（ 3月期決算会社）
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〔出所〕�　東京証券取引所「３月期決算会社株主総会情報」「定時株主総会集中日の集中率」により筆
者作成
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基
準
日
の
同
一
は
、
慣
行
に
過
ぎ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
や
イ

ギ
リ
ス
な
ど
諸
外
国
で
は
、
決
算
日
と
基
準
日
が
異
な
る

こ
と
が
多
く
、
同
一
な
の
は
、
日
本
と
韓
国
な
ど
少
数
で

あ
る
。

⒝　

現
行
制
度
（
基
準
日
＝
決
算
日
）
の
デ
メ
リ
ッ
ト

　

現
行
制
度
で
あ
る
決
算
日
を
基
準
日
と
す
る
慣
行
に
つ

い
て
は
、
様
々
な
デ
メ
リ
ッ
ト
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
デ

メ
リ
ッ
ト
の
ひ
と
つ
は
、
株
主
総
会
の
集
中
で
あ
る
。
日

本
の
会
社
は
諸
外
国
と
比
較
し
て
も
三
月
期
決
算
が
多
い

た
め
、
株
主
総
会
は
六
月
に
集
中
し
て
い
る
。

　

株
主
総
会
が
集
中
す
る
と
、
複
数
の
銘
柄
を
所
有
す
る

機
関
投
資
家
等
は
、
所
有
す
る
株
式
の
株
主
総
会
に
参
加

す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
。
ま
た
、
複
数
の
銘
柄
の
招
集

通
知
や
株
主
総
会
参
考
資
料
が
ほ
ぼ
同
時
に
送
付
さ
れ

る
。

　

株
主
総
会
開
催
日
の
集
中
に
加
え
、
招
集
通
知
か
ら
株

主
総
会
開
催
ま
で
の
期
間
が
二
週
間
と
短
く
、
株
主
が
議

案
を
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い

る
。
決
算
が
確
定
し
て
か
ら
、
株
主
総
会
ま
で
の
時
間
が

十
分
に
取
れ
れ
ば
、
議
案
を
検
討
す
る
時
間
が
確
保
で
き

る
。
特
に
海
外
の
機
関
投
資
家
に
と
っ
て
は
重
要
な
問
題

で
あ
る
。

　

同
時
期
に
複
数
の
会
社
の
招
集
通
知
が
到
達
す
る
こ

と
、
議
案
検
討
期
間
が
短
い
こ
と
は
、
機
関
投
資
家
が
議

決
権
行
使
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
よ
り
依
存
す
る
一
因
と
な
っ

て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
るⅴ

。

　

一
方
、
基
準
日
か
ら
株
主
総
会
開
催
日
ま
で
の
期
間
が

長
い
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

　

香
港
が
拠
点
の
投
資
家
団
体
ア
ジ
ア
企
業
統
治
協
会

（A
sian�C

orporate�G
overnance�A

ssociation,　

A
CGA

）
は
日
本
の
年
次
株
主
総
会
に
関
す
る
経
済
産
業

省
か
ら
の
質
問
に
対
し
、「
基
準
日
か
ら
年
次
株
主
総
会

ま
で
の
期
間
が
国
際
的
な
標
準
か
ら
比
較
す
る
と
長
い
。

世
界
の
投
資
家
は
、
日
本
に
お
い
て
基
準
日
か
ら
年
次
株
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主
総
会
ま
で
の
期
間
を
長
く
と
も
三
週
間
か
ら
四
週
間
に

短
縮
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
今

日
、
様
々
な
Ｉ
Ｔ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
利
用
可
能
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
基
準
日
か
ら
年
次
株
主
総
会
ま
で
の
期
間
を

三
ヶ
月
と
す
る
こ
と
は
正
当
化
で
き
な
い
。」
と
述
べ
て

い
るⅵ

。

　

現
行
は
、
基
準
日
と
株
主
総
会
の
開
催
日
で
あ
る
権
利

行
使
日
ま
で
の
期
間
が
三
ヶ
月
と
長
い
の
で
、
エ
ン
プ

テ
ィ
・
ボ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
発
生
し
易
い
。
つ
ま
り
、
基
準

日
に
は
株
式
を
所
有
し
て
い
た
が
、
既
に
売
却
し
、
株
主

で
は
な
く
な
っ
て
い
る
者
が
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が

あ
る
。
エ
ン
プ
テ
ィ
・
ボ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
、
基
準
日
と
株

主
総
会
開
催
日
が
同
一
で
な
い
限
り
発
生
し
う
る
。
し
か

し
、
基
準
日
と
株
主
総
会
開
催
日
ま
で
の
期
間
が
長
け
れ

ば
長
い
ほ
ど
、
よ
り
発
生
し
易
い
。
現
行
の
基
準
日
か
ら

株
主
総
会
開
催
日
ま
で
の
三
ヶ
月
は
諸
外
国
に
比
べ
て
も

長
く
、
発
生
し
易
い
状
態
に
あ
る
。

⑶
　
株
主
総
会
関
連
の
適
切
な
基
準
日
設
定
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果

　

基
準
日
と
決
算
日
を
乖
離
さ
せ
る
こ
の
よ
う
な
議
論
に

対
し
、
発
行
会
社
は
概
ね
冷
や
や
か
な
反
応
を
示
し
て
い

る
。
平
成
二
九
年
二
月
、
経
済
産
業
省
は
、
東
京
株
式
懇

話
会
が
行
っ
た
「
株
主
総
会
関
連
の
適
切
な
基
準
日
設
定

に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
」
を
発
表
し
たⅶ

。

　

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
対
象
企
業
は
、
東
京
株
式
懇
話
会

会
員
企
業
一
、
〇
九
三
社
で
あ
り
、
回
答
数
は
七
九
二

社
、
回
答
率
は
七
二
・
五
％
で
あ
る
。
回
答
時
期
は
昨
年

平
成
二
八
年
一
一
月
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
中
で
、「
基
準
日
の
見
直
し
を
具
体
的
に
検
討
し

て
い
る
か
。」
と
い
う
質
問
に
対
し
、「
全
く
検
討
し
て
い

な
い
」
が
五
四
％
で
あ
り
、「
担
当
者
レ
ベ
ル
で
勉
強
を

し
て
い
る
程
度
」
が
四
四
・
五
％
で
あ
る
。
続
く
「
基
準

日
の
見
直
し
の
必
要
性
を
感
じ
る
か
。」
に
つ
い
て
は
、

「
必
要
性
を
感
じ
な
い
」
が
四
三
％
、「
必
要
性
は
否
定
し
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な
い
が
今
は
優
先
順
位
が
低
い
」
は
五
五
・
一
％
と
な
っ

て
い
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
は
質
問
項
目
の
設
定
の
仕
方

に
左
右
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、

こ
の
結
果
を
見
る
と
、
基
準
日

≠

決
算
日
と
す
る
こ
と
に

対
し
、
発
行
会
社
は
消
極
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
発
行
会
社
が
現
行

制
度
の
変
更
に
反
対
す
る
理
由
に
は
、
日
本
で
は
、
基
準

日
＝
決
算
日
が
浸
透
し
て
い
る
こ
と
、
株
主
確
定
の
た
め

の
コ
ス
ト
が
か
か
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
有
価
証
券
報
告
書

及
び
事
業
報
告
で
は
、「
決
算
日
」
を
基
準
と
し
て
「
大

株
主
の
状
況
」
を
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
議
決

権
行
使
基
準
日
が
決
算
日
と
別
の
日
と
な
る
と
、
株
主
の

確
定
を
二
回
行
う
必
要
が
生
じ
、
事
務
コ
ス
ト
が
増
加
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
取
締
役
・
監
査
役
そ
の
他
の
役

員
選
任
が
遅
く
な
る
こ
と
、
配
当
金
の
支
払
い
が
遅
れ
る

こ
と
、
四
半
期
開
示
と
時
期
が
重
な
り
、
対
応
が
困
難
な

こ
と
な
ど
が
挙
が
っ
て
い
る
。

⑷
　
基
準
日
変
更
さ
れ
た
場
合
の
留
意
点

⒜　

株
主
の
確
定

　

仮
に
、
基
準
日
が
変
更
さ
れ
る
と
す
る
と
、
ど
の
よ
う

な
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
は
さ
ら

に
様
々
な
議
論
が
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在

は
、
決
算
日
で
あ
り
基
準
日
で
も
あ
る
期
末
日
に
総
株
主

通
知
が
な
さ
れ
て
い
る
。
事
業
報
告
書
、
有
価
証
券
報
告

書
の
「
大
株
主
の
状
況
」
を
現
在
の
ま
ま
決
算
日
現
在
で

行
う
と
す
る
と
コ
ス
ト
が
生
じ
る
。

　

ま
た
、
剰
余
金
配
当
請
求
権
を
ど
の
時
点
の
株
主
に
対

し
て
付
与
す
る
か
も
問
題
と
な
る
。
配
当
金
を
受
け
取
る

の
は
、
決
算
時
点
の
株
主
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る

一
方
で
、
議
決
権
行
使
基
準
日
の
株
主
で
あ
る
と
い
う
考

え
方
も
あ
る
。
決
算
時
点
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
取
っ
た

上
で
、
基
準
日
を
変
更
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
総
株
主
通
知

は
二
回
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
ま
た
、
配
当
基

準
日
を
議
決
権
行
使
基
準
日
と
し
た
場
合
、
基
準
日
か
ら
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配
当
支
払
開
始
日
ま
で
が
、
短
縮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
期
間
短
縮
は
実
務
的
に
可
能
か
と
い
う
問
題
も
あ

る
。

⒝　

法
人
税
申
告
期
限
の
延
長

　

法
人
税
法
上
の
税
務
申
告
期
限
の
た
め
、
三
月
期
決
算

の
会
社
の
株
主
総
会
は
、
六
月
中
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
度
、
法
人
税
法

は
、
株
主
総
会
開
催
日
を
柔
軟
に
設
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
。

　

平
成
二
八
年
一
二
月
八
日
、
自
民
党
お
よ
び
公
明
党
に

よ
っ
て
「
平
成
二
九
年
度
税
制
改
正
大
綱
」
が
発
表
さ
れ

た
。
そ
の
中
で
、「
上
場
企
業
等
が
株
主
総
会
の
開
催
日

を
柔
軟
に
設
定
で
き
る
よ
う
、
法
人
税
等
の
申
告
期
限
の

延
長
可
能
月
数
を
拡
大
す
る
。」
と
さ
れ
た
。

　

改
正
前
の
法
人
税
法
第
七
四
条
で
は
、
確
定
申
告
書
提

出
期
限
の
原
則
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、「
内
国
法
人
は
、

各
事
業
年
度
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
確
定

申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
さ
れ
て
い

た
。

　

し
か
し
、
こ
れ
に
は
、
特
例
措
置
が
あ
り
、
決
算
か
ら

最
長
三
ヶ
月
間
は
延
長
で
き
た
た
め
（
第
七
五
条
の
二
、

第
八
一
条
の
二
四
第
一
項
、
同
連
結
決
算
）、
多
く
の
会

社
は
、
こ
の
特
例
措
置
を
利
用
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、
三

月
期
決
算
の
会
社
で
あ
れ
ば
、
三
ヶ
月
後
の
六
月
末
ま
で

に
確
定
申
告
書
を
提
出
し
て
き
た
。

　

今
回
の
改
正
で
は
、「
会
計
監
査
人
を
置
い
て
い
る
場

合
で
、
か
つ
、
定
款
等
の
定
め
に
よ
り
各
事
業
年
度
終
了

の
日
の
翌
日
か
ら
三
月
以
内
に
決
算
に
つ
い
て
の
定
時
総

会
が
招
集
さ
れ
な
い
常
況
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
そ
の
定
め
の
内
容
を
勘
案
し
て
四
月
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
税
務
署
長
が
指
定
す
る
月
数
の
期
間
の
確

定
申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
を
認
め
る
。」
と
さ
れ
て

い
る
。
現
行
一
ヶ
月
の
延
長
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
こ

の
延
長
期
間
が
四
ヶ
月
と
さ
れ
た
。
三
月
期
決
算
の
会
社
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で
あ
れ
ば
、
原
則
五
月
、
一
ヶ
月
の
延
長
を
し
て
も
六
月

ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
、

四
ヶ
月
の
延
長
を
認
め
、
九
月
ま
で
に
提
出
す
れ
ば
よ
い

こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

但
し
、
現
行
制
度
に
お
い
て
も
会
計
監
査
人
設
置
会
社

で
、「
取
締
役
会
の
承
認
」（
会
社
法
四
三
六
条
三
項
）
を

受
け
た
計
算
書
類
が
法
令
、
定
款
に
従
い
、
財
産
・
損
益

の
状
況
を
正
し
く
表
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
法
務
省
令

で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、「
定
時
株
主
総

会
の
承
認
」
は
不
要
で
あ
る
。

　

こ
の
場
合
で
も
、「
計
算
書
類
の
内
容
」
を
、「
定
時
株

主
総
会
に
報
告
」（
会
社
法
四
三
九
条
）
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
、
一
定
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
に

は
、
株
主
総
会
の
承
認
が
必
要
と
な
る
。
上
場
企
業
は
、

有
価
証
券
上
場
規
程
に
会
計
監
査
人
設
置
義
務
が
あ
る
の

で
（
有
価
証
券
上
場
規
程
四
三
七
条
）、
定
時
株
主
総
会

の
承
認
は
不
要
で
、
取
締
役
会
の
承
認
を
受
け
れ
ば
よ

い
。
定
時
株
主
総
会
に
は
報
告
す
る
だ
け
で
よ
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
基
準
日
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
環
境
は
徐
々
に
整
い
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
東
京
株
式

懇
話
会
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
を
見
る
限
り
、「
現
行

の
「
決
算
日
＝
基
準
日
」
に
何
ら
問
題
を
感
じ
な
い
（
一

二
九
社
）、「
決
算
日
＝
基
準
日
」
と
い
う
認
識
が
株
主
側

で
も
定
着
し
て
お
り
、
一
定
の
評
価
を
得
て
い
る
の
で
見

直
す
必
要
は
な
い
（
一
一
六
社
）、
現
行
の
「
決
算
日
＝

基
準
日
」
が
会
社
と
し
て
は
最
も
合
理
的
な
対
応
だ
と
考

え
る
（
一
一
五
社
）、
株
主
と
の
対
話
は
総
会
に
限
ら
ず

通
年
で
実
施
し
て
お
り
、
基
準
日
を
見
直
す
ま
で
の
必
要

は
な
い
（
九
五
社
）、
現
行
の
「
決
算
日
＝
基
準
日
」
で

十
分
対
話
期
間
を
確
保
出
来
て
い
る
（
七
八
社
）」
と
発

行
会
社
は
喫
緊
の
課
題
と
は
感
じ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。
な
お
、
海
外
機
関
投
資
家
の
株
主
割
合
が
高
い
企
業

が
そ
れ
ら
の
要
請
に
応
じ
て
取
り
組
む
可
能
性
は
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
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三
、
招
集
通
知
・
総
会
資
料
の
電
子
化

　

株
主
総
会
基
準
日
の
変
更
が
未
だ
発
行
会
社
の
コ
ン
セ

ン
サ
ス
を
得
ら
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
二
つ
目
の
課
題

で
あ
る
株
主
総
会
の
電
子
化
は
、
実
現
化
の
方
向
に
進
ん

で
い
る
。

　
「
株
主
総
会
の
電
子
化
」
と
一
言
で
言
っ
て
も
、
そ
の

中
身
は
、
以
下
の
三
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
株
主

総
会
に
関
わ
る
文
書
の
電
子
化
で
あ
る
。
今
回
の
改
正
の

議
論
は
、
主
に
こ
の
文
書
の
電
子
化
の
議
論
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
株
主
総
会
の
招
集
通
知
お
よ
び
株
主
総
会
参
考
資

料
を
電
子
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
文
書
の
電
子
化
に
は
、

こ
れ
に
加
え
、
決
算
公
告
の
電
子
化
が
含
ま
れ
る
。

　

二
つ
目
の
電
子
化
は
、
議
決
権
行
使
の
電
子
化
で
あ

る
。
会
社
法
で
は
、
株
主
が
一
、
〇
〇
〇
名
以
上
の
会
社

は
、
書
面
に
よ
る
議
決
権
行
使
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
会
社
法
二
九
八
条
二
項
）。
株
主
総
会

に
出
席
で
き
な
い
株
主
に
投
票
の
機
会
を
確
保
す
る
制
度

で
あ
る
。

　

株
主
総
会
に
出
席
で
き
な
い
株
主
が
議
決
権
を
行
使
す

る
方
法
と
し
て
、
こ
れ
に
加
え
、
議
決
権
の
電
磁
的
行
使

が
あ
る
（
会
社
法
二
九
八
条
一
項
四
号
）。
議
決
権
の
電

子
行
使
は
、
書
面
行
使
の
よ
う
に
、
上
場
会
社
に
強
制
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

株
主
総
会
の
三
つ
目
の
電
子
化
に
、
株
主
総
会
そ
の
も

の
の
電
子
化
、
株
主
総
会
の
開
催
の
電
子
化
が
あ
る
。
こ

れ
は
い
わ
ゆ
る
バ
ー
チ
ャ
ル
株
主
総
会
と
言
わ
れ
る
も
の

で
あ
る
（
松
本
＝
野
山
（
二
〇
〇
三
））。
二
〇
〇
〇
年
、

デ
ラ
ウ
エ
ア
会
社
法
二
一
一
条
が
導
入
さ
れ
た
。
二
〇
一

五
年
は
、
従
来
型
の
リ
ア
ル
株
主
総
会
と
の
併
用
が
四
四

社
で
、
バ
ー
チ
ャ
ル
型
の
み
が
九
〇
社
で
開
催
さ
れ
たⅷ

。

二
〇
一
六
年
は
一
三
六
社
が
バ
ー
チ
ャ
ル
株
主
総
会
を
実

施
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
最
近
上
場
し
た
会
社
や
情
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報
産
業
が
多
く
実
施
し
て
い
る
。
実
施
企
業
は
大
小
様
々

で
あ
り
、
イ
ン
テ
ル
、
ヒ
ュ
ー
レ
ッ
ト
パ
ッ
カ
ー
ド
、

Fitbit
な
ど
が
あ
るⅸ

。

⑴
　
現
行
招
集
通
知
・
総
会
資
料
の
送
付

　

株
主
総
会
の
招
集
通
知
お
よ
び
株
主
総
会
関
連
書
類
の

送
付
方
法
は
、
株
主
が
ど
の
よ
う
に
議
決
権
行
使
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
か
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。

　

原
則
は
、
株
主
総
会
に
本
人
が
出
席
し
、
挙
手
し
て
議

決
権
を
行
使
す
る
方
法
で
あ
る
。
公
開
会
社
の
場
合
、
招

集
通
知
お
よ
び
株
主
総
会
資
料
を
株
主
総
会
会
日
の
二
週

間
前
ま
で
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
九
九
条
）。

　

ま
た
、
株
主
が
一
、
〇
〇
〇
名
以
上
の
会
社
は
、
議
決

権
の
書
面
行
使
制
度
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
会

社
法
二
九
八
条
二
項
）。
こ
の
場
合
、
招
集
通
知
お
よ
び

株
主
総
会
資
料
を
書
面
で
送
付
す
る
際
に
、
議
決
権
行
使

書
面
を
同
封
す
る
（
招
集
通
知
は
二
九
九
条
一
項
、
参
考

書
類
お
よ
び
議
決
権
行
使
書
面
は
三
〇
一
条
一
項
）（
図

表
２
ケ
ー
ス
１
）。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
書
類
、
つ
ま
り
招
集
通
知
お
よ
び

株
主
総
会
資
料
は
、
個
別
の
株
主
の
承
諾
を
得
て
い
る
場

合
に
は
、
承
諾
を
得
て
い
る
株
主
に
対
し
、
電
子
的
に
交

付
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
招
集
通
知
は
二
九
九
条
三
項
、

参
考
書
類
お
よ
び
議
決
権
行
使
書
面
は
三
〇
一
条
二
項
）。

三
〇
一
条
が
想
定
す
る
会
社
は
、
二
九
八
条
一
項
三
号
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
た
会
社
、
つ
ま
り
議
決
権
を

書
面
行
使
で
き
る
よ
う
に
定
め
た
会
社
で
あ
る
。
三
〇
一

条
一
項
に
よ
る
と
、
個
別
の
株
主
が
承
諾
し
、
招
集
通
知

等
が
電
子
的
に
送
付
さ
れ
て
き
て
も
、
会
社
が
電
磁
的
な

議
決
権
行
使
制
度
を
採
用
し
て
い
な
い
場
合
、
議
決
権
は

電
子
送
付
さ
れ
た
議
決
権
行
使
書
面
に
よ
っ
て
行
使
す
る

こ
と
に
な
る
（
図
表
２
ケ
ー
ス
２
）。
し
か
し
、
実
務
上

は
、
株
主
の
承
諾
を
得
て
招
集
通
知
を
電
子
送
付
す
る
制

度
の
採
用
は
、
議
決
権
の
電
子
行
使
を
実
施
し
て
い
る
会
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社
に
限
定
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。

　

次
に
、
会
社
が
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
行
使
を
採

用
し
て
い
る
会
社
の
場
合
も
、
原
則
、
招
集
通
知
お
よ
び

株
主
総
会
参
考
書
類
を
株
主
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
三
〇
二
条
一
項
）（
図
表
２
ケ
ー
ス
３
）。

　

こ
の
場
合
、
株
主
総
会
の
招
集
通
知
の
電
磁
的
な
通
知

を
認
め
て
い
る
株
主
に
対
し
て
は
（
二
九
九
条
三
項
）、

株
主
総
会
の
参
考
書
類
も
電
磁
的
に
送
付
す
る
こ
と
が
で

き
る
（
三
〇
二
条
二
項
）。
電
磁
的
な
議
決
権
行
使
を
認

め
て
い
る
会
社
の
場
合
は
、
三
〇
一
条
と
は
異
な
り
、

「
議
決
権
行
使
書
面
」
そ
の
も
の
を
電
磁
的
に
送
付
す
べ

き
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
議
決
権
行
使
書
面
に

記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
三
〇
二
条
三
項
）（
図
表
２
ケ
ー
ス
４
）。

ま
た
、
一
旦
招
集
通
知
を
電
磁
的
方
法
で
通
知
す
る
二
九

九
条
三
項
の
承
諾
を
し
た
株
主
で
あ
っ
て
も
、
株
主
か
ら

の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
株
主
総
会
参
考
書
類
を
当
該

図表２　招集通知の電子化と議決権行使の電子化の場合分け

ケース 議決権行使 招集通知 根拠条文 備考

1 書面行使 書面送付 §301① 　

2 書面行使 承諾を得ている株主に対す
る電子送付

§301② 株主からの請
求があった場
合、書面を送付
（§301②但書）

3 電子行使 書面送付 §302① 　

4 電子行使 承諾を得ている株主に対す
る電子送付

§302②（参考書
類）§302③（議
決権行使書面記
載事項）

株主から請求
があった場合
には参考書類
を書面提供

5 電子行使 承諾を得ていない株主から
総会日の 1週間前までに請
求があった場合、直ちに電
子送付

§302④ 　

筆者作成
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株
主
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三
〇
二
条
二
項
但

書
）。

　

最
後
に
、
議
決
権
の
電
磁
行
使
制
度
が
あ
る
会
社
に
お

い
て
、
二
九
九
条
三
項
の
招
集
通
知
を
電
磁
的
に
送
付
す

る
承
諾
を
得
て
い
な
い
株
主
か
ら
、
総
会
日
の
一
週
間
前

ま
で
に
議
決
権
行
使
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的

に
送
付
す
る
よ
う
請
求
が
あ
っ
た
場
合
、
直
ち
に
、
当
該

株
主
に
対
し
、
当
該
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
図
表
２
ケ
ー
ス
５
）。

　

と
こ
ろ
で
、
電
磁
的
な
方
法
に
よ
る
通
知
の
受
領
と

は
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
受
信
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
ア
ッ

プ
ロ
ー
ド
し
た
上
、
株
主
に
は
そ
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
通
知
し
、

閲
覧
・
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
さ
せ
る
方
法
、
Ｃ
Ｄ

－

Ｒ
Ｏ
Ｍ
な

ど
の
媒
体
の
送
付
で
あ
る
（
会
社
法
施
行
規
則
二
二
二

条
）。
実
務
的
に
は
、
前
者
の
二
つ
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ

う
。
い
ず
れ
の
方
法
に
よ
っ
て
も
株
主
が
プ
リ
ン
ト
ア
ウ

ト
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵
　
定
款
の
定
め
に
よ
る
電
子
提
供
（W

eb

開
示
）

　

会
社
は
、
招
集
通
知
を
発
送
す
る
際
に
、
株
主
総
会
参

考
書
類
を
交
付
し
（
三
〇
一
条
一
項
、
三
〇
二
条
一
項
）、

事
業
報
告
、
計
算
書
類
（
四
三
七
条
）、
お
よ
び
連
結
計

算
書
類
（
四
四
四
条
六
項
）
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
う
ち
一
部
の
情
報
を
、
書
面
交
付
す
る
こ
と
な

く
、W

eb

で
開
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
株
主
が
そ
の

提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
が
あ
る
。
こ
の
制
度

は
、W

eb

開
示
と
呼
ば
れ
、
平
成
一
七
年
に
導
入
さ
れ
、

さ
ら
に
平
成
二
六
年
改
正
で
拡
大
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
を

利
用
す
る
た
め
に
は
、
先
に
述
べ
た
招
集
通
知
の
開
示
と

は
異
な
り
、
個
別
の
株
主
の
承
諾
を
得
る
必
要
は
な
い
一

方
、
定
款
で
そ
の
旨
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

開
示
は
、
招
集
通
知
を
発
送
す
る
と
き
か
ら
株
主
総
会

の
日
か
ら
三
ヶ
月
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
継
続
し
て

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
株
主

に
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
提
供
し
た
も
の
と
み
な
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す
。

　

こ
の
制
度
に
よ
っ
て
も
、
株
主
総
会
参
考
資
料
の
す
べ

て
が
開
示
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
。
開
示
で
き
る
情
報
は
、

株
主
総
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
う
ち
一
定
の

も
の
に
限
定
さ
れ
る
。
株
主
総
会
の
参
考
資
料
の
う
ち
、

議
案
自
体
は
記
載
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
会
社
法
施
行

規
則
九
四
条
一
項
）。
さ
ら
に
、
議
案
に
関
す
る
参
考
情

報
はW

eb

開
示
で
き
る
が
、
監
査
役
ま
た
は
監
査
委
員

が
異
議
を
述
べ
た
事
項
は
開
示
で
き
な
い
。

　

事
業
報
告
に
つ
い
て
も
一
三
三
条
三
項
に
関
す
る
も
の

は
開
示
で
き
る
。
ま
た
、
計
算
書
類
の
う
ち
個
別
注
記
表

に
記
載
す
べ
き
事
項
（
計
算
規
則
一
三
三
条
四
項
）
は
開

示
で
き
る
。
連
結
計
算
書
類
お
よ
び
そ
の
監
査
報
告
、
会

計
監
査
報
告
に
記
載
す
べ
き
書
類
に
つ
い
て
も
開
示
で
き

る
。

　

W
eb

開
示
の
具
体
的
な
方
法
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
情
報
を
掲
載
し
、
株
主
が
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
会
社

は
株
主
に
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
通
知
す
る
。
株
主
は
開
示
さ
れ
た
情

報
を
書
面
で
会
社
に
提
供
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

⑶
　
法
的
拘
束
力
の
な
い
早
期W

eb

開
示

　

前
述
の
、
定
款
の
定
め
に
よ
る
電
子
提
供
（
会
社
法
施

行
規
則
九
四
条
、
一
三
三
条
、
計
算
規
則
一
三
三
条
、
一

三
四
条
）
の
他
、
多
く
の
会
社
が
招
集
通
知
・
添
付
書
類

の
校
了
後
、
書
類
を
発
送
す
る
前
にT

D
net

や
自
社
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
そ
の
内
容
を
開
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は

会
社
が
任
意
に
行
う
も
の
で
あ
り
、
法
的
拘
束
力
の
な

い
、
早
期W

eb

開
示
で
あ
る
。

　

冒
頭
で
述
べ
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド

は
補
充
原
則
１
－
２
②
に
お
い
て
「
上
場
会
社
は
、
株
主

が
総
会
議
案
の
十
分
な
検
討
期
間
を
確
保
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
招
集
通
知
に
記
載
す
る
情
報
の
正
確
性
を
担
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保
し
つ
つ
そ
の
早
期
発
送
に
努
め
る
べ
き
で
あ
り
、
ま

た
、
招
集
通
知
に
記
載
す
る
情
報
は
、
株
主
総
会
の
招
集

に
係
る
取
締
役
会
決
議
か
ら
招
集
通
知
を
発
送
す
る
ま
で

の
間
に
、T

D
net

や
自
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
よ
り
電

子
的
に
公
表
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
お
り
、
上
場

企
業
に
早
期
開
示
を
促
し
て
い
る
。

　

経
済
産
業
省
の
「
株
主
総
会
プ
ロ
セ
ス
の
電
子
化
促
進

等
に
関
す
る
研
究
会
」
の
報
告
書
に
よ
る
と
、
二
〇
一
五

年
六
月
に
株
主
総
会
を
開
催
し
た
上
場
企
業
二
、
三
五
二

社
の
う
ち
、
早
期W

eb

開
示
を
実
施
し
た
企
業
は
七
六

九
社
（
三
二
・
七
％
）
で
あ
っ
たⅹ

。
同
報
告
書
に
よ
る

と
、
招
集
通
知
発
送
日
か
らW

eb

開
示
日
ま
で
の
平
均

日
数
は
二
・
七
営
業
日
で
あ
り
、W

eb

開
示
の
タ
イ
ミ

ン
グ
の
内
訳
を
見
る
と
、
招
集
通
知
発
送
日
の
一
営
業
日

前
が
最
も
多
く
、
全
体
の
三
六
・
五
％
（
二
八
一
社
）
で

あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
現
行
の
株
主
総
会
関
連
資
料
の
電
子
化
と

言
っ
て
も
、
様
々
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
が

株
主
に
周
知
さ
れ
、
か
つ
広
く
実
施
さ
れ
て
い
る
と
は
、

言
い
難
い
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
全
国
株
懇
連
合
会
の

調
査
に
よ
る
と
、
全
株
懇
加
盟
会
社
で
か
つ
回
答
の
あ
っ

た
一
、
八
〇
〇
社
の
う
ち
、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
招
集
通

知
の
発
出
を
行
っ
た
の
は
、
一
六
七
社
（
九
・
三
％
）
で

あ
る
。
ま
た
、
定
款
の
定
め
が
あ
る
電
磁
的
開
示
い
わ
ゆ

るW
eb

開
示
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
開
示
と
み
な
し
提

供
）
に
つ
い
て
は
、
定
款
規
定
が
あ
る
会
社
が
一
、
四
〇

七
社
（
七
八
・
二
％
）
で
あ
る
が
、
一
部
で
も
利
用
し
た

会
社
が
八
九
六
社
（
六
三
・
七
％
）
で
、
残
り
の
五
一
一

社
（
三
六
・
三
％
）
は
、
定
款
規
定
が
あ
る
も
の
の
ま
っ

た
く
実
施
し
て
い
な
いⅺ

。

四
、
お
わ
り
に

　

今
年
二
月
、
法
務
大
臣
よ
り
法
制
審
議
会
に
会
社
法
改
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正
が
諮
問
さ
れ
た
。
今
回
の
改
正
の
課
題
の
一
つ
に
、
株

主
総
会
の
手
続
き
の
合
理
化
が
あ
る
。
株
主
総
会
手
続
き

の
合
理
化
に
つ
い
て
は
、
経
産
省
の
審
議
会
で
長
ら
く
議

論
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の
会
社
法
改
正
の
諮
問
へ
と
至
っ

た
。

　

株
主
総
会
手
続
き
の
合
理
化
に
関
す
る
議
論
は
多
岐
に

渡
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
、
決
算
日
以
外
に
基
準
日
を

設
定
す
る
基
準
日
の
変
更
で
あ
る
。
日
本
の
上
場
企
業
の

お
よ
そ
七
割
が
三
月
期
決
算
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
昨
年
は

そ
の
三
割
が
六
月
最
終
週
の
集
中
日
と
言
わ
れ
る
一
日
に

株
主
総
会
を
開
催
し
た
。
そ
の
結
果
、
複
数
銘
柄
を
所
有

す
る
株
主
が
複
数
の
株
主
総
会
に
出
席
す
る
こ
と
が
難
し

い
だ
け
で
な
く
、
招
集
通
知
、
株
主
総
会
参
考
書
類
が
一

度
に
送
付
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
株
主
総

会
開
催
日
か
ら
二
週
間
前
ま
で
に
送
付
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
た
め
、
外
国
人
機
関
投
資
家
が
議
案
を
検
討
す
る

期
間
は
三
、
四
日
程
度
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

議
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
基
準
日
を
決
算
日
よ
り
も

遅
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
解
決
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
発
行

会
社
の
反
応
は
芳
し
く
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
な
る
議
論
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
も
う
一
つ
の
課
題
で
あ
る
招
集
通
知
の
電
子
化

に
つ
い
て
は
、
実
現
化
の
兆
し
が
見
え
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
現
在
で
も
招
集
通
知
の
他
、
株

主
総
会
関
連
資
料
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
電
子
化
の
制
度

が
あ
る
。
し
か
し
、
十
分
に
認
知
さ
れ
、
広
く
実
行
さ
れ

て
い
る
と
は
言
え
な
い
も
の
も
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
上
、

本
稿
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
二
〇
〇

九
年
よ
り
個
別
株
主
の
承
諾
を
得
る
こ
と
な
く
招
集
通
知

お
よ
び
株
主
総
会
関
連
書
類
を
電
子
化
す
る
こ
と
が
で
き

るN
otice�and�A

ccess

が
稼
働
し
て
い
る
。
こ
の
制
度

に
倣
っ
て
、
日
本
に
お
い
て
も
個
別
の
株
主
の
承
諾
を
得

る
こ
と
な
く
、
招
集
通
知
お
よ
び
株
主
総
会
関
連
資
料
を
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ウ
ェ
ブ
で
開
示
す
る
方
法
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
株
主
提
案
に
数
的
な
制
限
を
設
け
る
議
論

や
実
質
株
主
が
株
主
総
会
に
出
席
し
た
い
と
し
た
場
合
の

対
応
な
ど
に
つ
い
て
も
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
株
主

総
会
が
株
主
と
の
対
話
の
場
、
実
質
的
な
議
論
の
場
で
あ

る
か
は
、
会
社
の
規
模
や
株
主
の
数
に
よ
っ
て
も
異
な
っ

て
く
る
。
し
か
し
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー

ド
や
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
実
施
が
求
め
ら

れ
る
上
場
会
社
や
年
金
基
金
は
株
主
総
会
で
の
対
話
を
形

式
的
な
も
の
と
は
で
き
な
い
。
株
主
総
会
に
関
わ
る
さ
ら

な
る
改
革
が
期
待
さ
れ
る
。

（
注
）

ⅰ　

経
済
産
業
省
「
持
続
的
成
長
に
向
け
た
企
業
と
投
資
家
の
対
話
促

進
研
究
会
報
告
書
」（
平
成
二
七
年
四
月
二
三
日
）

　

http://w
w
w
.m
eti.go.jp/com

m
ittee/kenkyukai/sansei/jizo-

kutekiseicho/pdf/report01_01_00.pdf

ⅱ　

経
済
産
業
省
「
株
主
総
会
プ
ロ
セ
ス
の
電
子
化
促
進
等
に
関
す
る

研
究
会
報
告
書
～
対
話
先
進
国
の
実
現
に
向
け
て
～
」（
平
成
二
八
年

四
月
二一日
）http://w

w
w
.m
eti.go.jp/press/2016/04/2016042�

1007/20160421007-1.pdf

ⅲ　

東
京
証
券
取
引
所
「
東
証
統
計
月
報
」
上
場
会
社
連
結
決
算
短

信
集
計http://w

w
w
.jpx.co.jp/m

arkets/statistics-equities/
m
onthly/nlsgeu000002bpr1-att/15_tansin1702.pdf

ⅳ　

東
京
証
券
取
引
所
「
三
月
期
決
算
会
社
株
主
総
会
情
報
」「
定
時
株

主
総
会
集
中
日
の
集
中
率
」http://w

w
w
.jpx.co.jp/listing/

event-schedules/shareholders-m
tg/01.htm

l

ⅴ　

“ACGA
�Response�to　

M
ET
I�Study�Group�on�Japanese�

A
GM
s

”�http://w
w
w
.m
eti.go.jp/english/policy/econom

y/
corporate_accounting/pdf/acgaresponse_to_m

eti.pdf

ⅵ　

日
本
の
年
次
株
主
総
会
に
関
す
る
経
済
産
業
省
の
検
討
分
科
会
に

対
す
る
ア
ジ
ア
・
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
ア
ソ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
の
回
答
抜
粋
（
二
〇
一
四
年
一
二
月
）
経
済
産
業
省
「
第
四

回
株
主
総
会
プ
ロ
セ
ス
の
電
子
化
促
進
等
に
関
す
る
研
究
会
事
務
局

提
出
資
料
～
基
準
日
変
更
に
関
す
る
考
え
方
～
平
成
二
八
年
三
月
四

日　

資
料
４-

２
」

ⅶ　

東
京
株
式
懇
話
会
「
株
主
総
会
関
連
の
適
切
な
基
準
日
設
定
に
関

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
（
概
要
）」（
平
成
二
八
年
二
月
）http://

w
w
w
.m
eti.go.jp/com

m
ittee/kenkyukai/sansei/

kabunushisoukai_process/pdf/007_07_00.pdf
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ⅷ　

Financial�T
im
es

（M
arch�11,�2016

）

ⅸ　
H
arvard�law

�school�forum
�on�corporate�governance�and�

financial�regulation,�A
nnual�Shareholder�M

eeting:�Selected�
Considerations�for�a�V

irtual-O
nly�M

eeting�

（D
ecem

ber�9,�
2016

）�https://corpgov.law
.harvard.edu/2016/12/09/annual-

shareholder-m
eeting-selected-considerations-for-a-virtual-

only-m
eeting/

ⅹ　

経
済
産
業
省
「
株
主
総
会
プ
ロ
セ
ス
の
電
子
化
促
進
等
に
関
す
る
研

究
会
報
告
書
～
対
話
先
進
国
の
実
現
に
向
け
て
～
」（
平
成
二
八
年
四
月

二一日
）http://w

w
w
.m
eti.go.jp/press/2016/04/20160421007/�

20160421007-1.pdf

ⅺ　

全
国
株
懇
連
合
会
「
株
主
総
会
等
に
関
す
る
実
態
調
査
計
算
表
」

（
平
成
二
八
年
一
〇
月
）http://w
w
w
.kabukon.tokyo/data/data/

research/research_2016.pdf

【
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考
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田
中
亘
「
株
主
総
会
と
企
業
統
治
―
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主
総
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資
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提
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問
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